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招   集   令和７年 12 月 22 日（月） 

開 催 場 所   知多南部広域環境センター 

      管理棟１階中会議室 

開   会   午 前 ９ 時 5 7 分 

閉   会   午 前 1 0 時 1 3 分 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

◎議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  会期の決定 

日程第３  諸般の報告 

       例月出納検査結果（令和７年７月～９月分）     

      定期監査結果報告 

日程第４  議案第８号 

      中部知多衛生組合職員の旅費に関する条例の全部改正について 

日程第５  議案第９号 

中部知多衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正について 

 
 
 
  

◎本日の会議に付議された事件 

 議事日程のとおり 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

午前９時57分 開会 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

議長（伊奈利信） 皆さん、おはようございます。ただいまから、令和７年第

４回中部知多衛生組合議会定例会を開会いたします。招集に際しまして、管

理者から挨拶の申し出がございますので、これを許します。管理者。 

 

管理者（伊藤辰矢） 議長のお許しをいただきまして、開会にあたり、一言ご

挨拶を申し上げます。本日は、令和７年第４回中部知多衛生組合議会定例会

を招集申し上げましたところ、公私とも大変お忙しい中、ご参集を賜り、誠

にありがとうございます。日頃は、中部知多衛生組合の運営につきまして、

ご高配を賜り、改めて敬意と感謝を表するものでございます。 

さて、本日、付議申し上げます案件は、条例の全部改正案１件、一部改正案

１件の計２件でございます。後ほど担当よりご説明申し上げますので、慎重に

ご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げ、招集に際しましてのご

挨拶とさせていただきます。 

 

議長（伊奈利信） ただいまの出席議員は15名であります。定足数に達してお

りますので、本日の会議を開き、議事日程の順序に従い会議を進めます。本

日の議事日程は、事前に配付しましたとおりでございますので、よろしくお

願いいたします。これより、日程に入ります。 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

日程第１  会議録署名議員の指名 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

議長（伊奈利信） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。お諮りい

たします。署名議員は、議長において指名することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（伊奈利信） 異議なしと認めます。よって、議長において指名をいたし

ます。署名議員には、４番 山本裕介議員、９番 松本万之議員を指名いたし

ます。両名よろしくお願いします。 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

日程第２  会期の決定 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

議長（伊奈利信） 日程第２「会期の決定」を議題といたします。お諮りいた

します。本定例会の会期は、本日の１日間といたしたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（伊奈利信） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日の１日間と決

定いたしました。 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

日程第３  諸般の報告 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

議長（伊奈利信） 日程第３「諸般の報告」をいたします。監査委員から「例

月出納検査結果令和７年７月、８月、９月分」及び「定期監査結果報告」に

ついて、それぞれ報告書が提出されておりますので、その写しを配付いたし

まして報告とさせていただきます。 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

日程第４  議案第８号 

中部知多衛生組合職員の旅費に関する条例の 

全部改正について 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

議長（伊奈利信） 日程第４ 議案第８号「中部知多衛生組合職員の旅費に関

する条例の全部改正について」を議題といたします。本案に関しての説明を

求めます。場長。 

 

場長（増田喜政） ただいま議題となりました、議案第８号「中部知多衛生組

合職員の旅費に関する条例の全部改正について」ご説明申し上げます。本条

例につきましては、国家公務員等の旅費に関する法律の大幅な改正に伴い、

条例の全部を改正するものでございます。議案書１ページ第１条から11ペー
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ジ第28条までが「中部知多衛生組合職員等の旅費に関する条例」について、  

また、それに関連して附則の12ページ第５項「中部知多衛生組合議会の議員

の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正」、中段の第６項「中部知

多衛生組合特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改

正」、14ページ中段の第７項「中部知多衛生組合会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例の一部改正」及び、下段の第８項「中部知多衛生組

合特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正」

について、新旧対照表の右側、改正前の欄に掲げる規定を左側、改正後の欄

に掲げる規定に、下線部分で示すように改正するものでございます。条例の

内容につきましては、16ページからの「資料」によりご説明申し上げます。

「１趣旨」でございますが、国内外における経済社会情勢の変化に対応する

とともに、事務負担軽減を図ることを目的として、国家公務員等の旅費に関

する法律が令和７年４月１日に改正され、これを踏まえ、国との均衡を図る

観点から、所要の改正を行うものでございます。「２主な改正内容」でござ

いますが、６点示しております。１点目は、宿泊手当の新設など旅費の種目

を見直します。２点目は、一部を除き原則実費支給とします。３点目は、自

宅発の出張に係る旅費の支給を可能とします。４点目は、旅行代理店等への

支給を可能とします。５点目は、別条例で定めていた特別職で常勤の者の旅

費の規定を中部知多衛生組合職員等の旅費に関する条例に１本化します。６

点目は、別条例で定めている議員及び特別職で非常勤の者の費用弁償に係る

規定中、引用条例を中部知多衛生組合特別職の常勤の者の給与及び旅費に関

する条例からの中部知多衛生組合職員等の旅費に関する条例に変更します。

「３施行期日」でございますが、この条例は令和８年４月１日から施行する

ものでございます。次に17ページをご覧ください。「具体的な改正内容」に

ついて、現行と改正案を比較して示しており、主な内容についてご説明させ

ていただきます。まず、旅費の支給先について改正後は現行に加え、旅行  

代理店や引越し業者、クレジットカード会社等を追加します。出張の範囲に

ついて、改正後は在勤庁又は自宅等の居所等から用務先まで支給できるよう

変更します。次に、「交通費」の鉄道賃について改正後は現行に加え、寝台

料金や手数料等の付随費用を対象に追加します。また、現行の特別急行料金

について片道100㎞以上という距離制限を撤廃します。最下段のその他交通費

について改正後は現行に加え、駐車場代等の付随費用を対象に追加します。

18ページをご覧ください。「宿泊費等」の宿泊費について、現行は「宿泊料」

として管理者等と職員で区分し、食事料込の定額を支給しておりますが、見

直し後は食事料は含まず上限付きの実費に変更いたします。包括宿泊費につ

いては今回新たに新設される種目で、パック旅行費用に対応するものでござ

います。次に、宿泊手当について現行は宿泊料が支給されない場合に食事料

として管理者等は3,000円、職員は2,000円～2,300円を定額支給しております
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が、改正後は食事料を廃止し、夕朝食代の掛かり増しを含む諸雑費として宿

泊手当を新設するものでございます。次に、「転居費等」の転居費について

現行は新旧在勤地間を定額で支給しているものを改正後は新旧居住地間を実

費で支給します。次に、「その他の費目」の渡航雑費について現行は内規で  

規定しているものを改正後は条例で規定します。最後に、19ページは先ほど

ご説明いたしました宿泊費の上限額及び宿泊手当額をそれぞれ示しておりま

す。以上、議案第８号につきましてよろしくご審議のうえ、ご可決たまわり

ますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 

 

議長（伊奈利信） 説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（伊奈利信） 質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論は

ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（伊奈利信） 討論を終結いたします。これより採決を行います。本案は、

原案を可とするにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（伊奈利信） ご異議なしと認めます。よって、議案第６号は原案を可と

することに決しました。 

 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

日程第５  議案第９号 

中部知多衛生組合職員の給与に関する条例の 

一部改正について 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

議長（伊奈利信） 日程第５ 議案第９号「中部知多衛生組合職員の給与に関

する条例の一部改正について」を議題といたします。本案に関しての説明を

求めます。場長。 
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場長（増田喜政） ただいま議題となりました、議案第９号「中部知多衛生組

合職員の給与に関する条例の一部改正について」ご説明申し上げます。議案

書にございますように新旧対照表の右側、改正前の欄に掲げる規定を左側、

改正後の欄に掲げる規定に下線部分で示すように改正するものでございます。

１ページの第１条においては、令和７年度における期末勤勉手当の支給割合

の改定及び３ページ以降で給料表の改定について規定しております。９ペー

ジをご覧ください。第２条では、令和８年度からの期末勤勉手当の支給割合

の改定について規定しております。10ページには、附則として各条文の施行

期日等を定めております。改正の内容につきましては、12ページからの「資

料」によりご説明申し上げます。「１趣旨」でございますが、国において、

令和７年８月７日の人事院勧告を受け、一般職の国家公務員の給与が改正さ

れ、それに準じて本組合においても一般職の給与を改定するものでございま

す。「２改正内容」でございますが、「（１）給料表の改定」につきまして

は、おおむね30歳台後半までの若年層の職員に重点を置いて、全ての職員を

対象に給料月額を引き上げるもので、平均改定率は3.3％でございます。次に、

「(２)期末勤勉手当の支給割合の改定」につきましては、一般職の期末手当

及び勤勉手当の年間支給割合をそれぞれ0.025月分引き上げ、期末勤勉手当の

年間支給割合を4.6月分から4.65月分とするものでございます。表をご覧くだ

さい。本条例の改正内容につきまして、令和７年度の12月期にそれぞれの支

給割合を示しております。13ページをご覧ください。先ほどの令和７年度と

同様に、令和８年度以降の支給期別にそれぞれの支給割合を示しております。

「３改正による影響額」でございますが、給料表の改定及び期末勤勉手当の

改定により、会計年度任用職員以外の職員については合計21万４千円、会計

年度任用職員については、合計12万２千円となる見込みでございます。「４ 

改正の実施時期」でございますが、この条例は「２の（１）給料表の改定」

については令和７年４月１日から、「２の（２）期末勤勉手当の支給割合の

改定」については令和７年12月期の期末勤勉手当から適用するものでござい

ます。以上、議案第９号につきましてよろしくご審議のうえ、ご可決たまわ

りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 

 

議長（伊奈利信） 説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（伊奈利信） 質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論は

ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 

議長（伊奈利信） 討論を終結いたします。これより採決を行います。本案は、

原案を可とすることにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（伊奈利信） ご異議なしと認めます。よって、議案第７号は原案を可と

することに決しました。以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしま

した。これをもちまして、令和７年第４回中部知多衛生組合議会定例会を閉

会いたします。 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

午前10時13分 閉会 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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地方自治法第 123 条第２項の規定により、ここに署名する。 
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議  員  松 本 万 之 

 

 

 

 

 

 

  


